
１　件名

 近衛中会議室（ニューウインドウ）天井照明修繕

２　業務対象施設履行場所

京都市立近衛中学校（京都市左京区吉田近衛町２６）

３　履行期限履行期限

契約の日の翌日から令和8年5月22日までの間で，担当課が指定する日

４　担当

京都市立近衛中学校（事務：小野田、教頭：梶田）

TEL：075-771-0007

Mail：rn564-onoda@edu.city.kyoto.jp

５ 留意事項等

・見積提出を希望する場合は必ず現地で修繕する現場を確認すること。

・下見を経ずに見積書が提出された場合、契約相手方の検討対象とみなさない。

　 ・見積もりには修繕に要する材料費、労務費、処分費、車両の賃料・運転費、仮設資材、

　機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費、その他必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。

・修繕の作業時間は学校管理者と打合せ、了承を得たうえで決定すること。

・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。

・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。

・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。

・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が適切に処分すること。

・作業中、事故をはじめ問題が生じた場合は、速やかに学校管理者に報告するとともに、

　本市担当者にも連絡すること。また、事故等により第三者やほかの工作物に与えた損害については、

　受注者の責任において対応すること。

・契約予定価格：５０，０００円（税込）未満

６ 修繕内容

次の修繕を実施すること。

№

1

７ 特記事項

・見積もりのための現地調査を希望する場合は、事前に担当者まで連絡し、下見日時の了承を得ること。

・その他特段の指示がない項目については、担当者と打合せのうえ決定すること。

2

単位数量

台

別紙写真の照明について蛍光灯を交換しても
点灯しない状況。
指定品の蛍光灯代替LEDを設置し照明が点灯
するよう修繕すること。

摘要（修繕概要等）

天井照明1か所の修繕

仕　様　書

品名 備考

コーウェルFML20ND
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近衛中会議室（ニューウインドウ）天井照明修繕 別紙


